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消防法施行令（ 昭和３６年政令第３７号）の抜粋

改正 平成１６年１０月２７日政令第３２５号

（住宅用防災機器）

第５条の６ 法第９条の２第１項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲

げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格

に適合するものとする。

一 住宅用防災警報器（住宅（法第９条の２第１項に規定する住宅をいう。以下この章において同

じ。）における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。次条におい

て同じ。）

二 住宅用防災報知設備（住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災

報知設備（その部分であつて、法第２１条の２第１項の検定対象機械器具等で第３７条第７号

から第７号の３までに掲げるものに該当するものについては、これらの検定対象機械器具等に

ついて定められた法第２１条の２第２項の技術上の規格に適合するものに限る。）をいう。次条

において同じ。）

（住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準）

第５条の７ 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係

る法第９条の２第２項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。

一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分（ロ又はハに掲

げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。）に設置すること。

イ 就寝の用に供する居室（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第４号に規定する

居室をいう。ハにおいて同じ。）

ロ イに掲げる住宅の部分が存する階（避難階を除く。）から直下階に通ずる階段（屋外に設け

られたものを除く。）

ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、か

つ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分と

して総務省令で定める部分

二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分（天井

のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分）に、火災の発生を未然に又は早期に、

かつ、有効に感知することができるように設置すること。

三 前２号の規定にかかわらず、第１号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備（総務省令で定

める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。）又は自動火災報知設備を、それぞ

れ第１２条又は第２１条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上

の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の

住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

２ 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方 法その他の住宅用
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防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第９条の２第

２項の規定に基づく条例の制定に関する 基準については、総務省令で定める。

（住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準）

第５条の８ 法第９条の２第２項の規定に基づく条例には、住宅用防災機器について、消防長又は消

防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、住宅における火災の発生又は延焼の

おそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると

認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

（準用）

第５条の９ 第５条の３及び第５条の５の規定は、法第９条の２第２項の規定に基づく条例の制定に

関する基準について準用する。この場合において、第５条の３中「第２条又はこれら」とあるの

は「第５条の７第１項又は第２項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第９条の２第２項の規定

に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第５条の５

中「第５条若しくは第５条の２又はこれら」とあるのは「第５条の７第１項又は第２項」と、「定

める条例制定基準」とあるのは「定める法第９条の２第２項の規定に基づく条例の制定に関する

基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該

基準」と読み替えるものとする。

附 則

この制令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第１条第２号に

掲げる規定の施行の日（平成１８年６月１日）から施行する。


